
【林野庁より周知】 ウクライナ情勢に関する外国為替及

び外国貿易法に基づく措置について 
 

3 月 11 日付けの閣議了解「ベラルーシ共和国の特定銀行に対する資産凍結等の措置に

ついて」に基づき、外国為替及び外国貿易法に基づく措置が実施されますので、周知いたし

ます。 
各措置の詳細については関係省庁のウェブサイトをご確認ください。 
  
外務省： https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_009301.html 
経済産業省： https://www.meti.go.jp/press/2021/03/20220311001/20220311001.html 
財務省：

https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_s
anctions/ukrainehoudou_20220311.html 
  
 
本件に関する問い合わせ先 
輸出・国際局国際地域課新興地域グループロシア NIS チーム（電話：03-3502-5926） 
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